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『太田川水系・小瀬川水系の河川協力団体』を募集します 

～パートナーシップの拡充に向けた取組み～ 

太田川水系と小瀬川水系の国が管理する河川管理区間(ダム湖含む)において、

以下のとおり河川協力団体を募集します。 

【概 要】 

１.『河川協力団体』を募集します 

 ○募集区間 太田川河川事務所が管理する河川管理区間（太田川、小瀬川） 

       温井ダム管理所が管理するダム管理区間（太田川） 

       弥栄ダム管理所が管理するダム管理区間（小瀬川） 

       ※募集は太田川河川事務所が行います 

 ○募集期間 令和６年８月５日から令和６年１０月４日まで 

 ○募集要項 詳細については、太田川河川事務所のホームページをご確認下さい 

        http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/ 

２.問い合わせ等 

○河川協力団体の制度、申請方法について、ご不明な場合は下記へ問い合わせ下さ

い。 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 

電話 ０８２－２２２－９２４７（占用調整課） 

【担 当】 

             副  所  長   河内 俊雄（こうち としお） 

             占用調整課長  秦 晃久（はた あきひさ） 

 

太田川
シンボルマーク

小瀬川
シンボルマーク

『河川協力団体』とは 
・河川協力団体制度とは、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を

行うＮＰＯ等の団体を支援するものです 
・河川協力団体に指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律上位置づ

けることにより、自発的な活動を促進しようとするものです 



「水防法及び河川法の一部を改正する法律」（平成２５年７月１１日施行）
により、河川協力団体制度が創設されました。

河川協力団体制度の概要

■河川協力団体制度とは、どんな制度か。

◆ 河川協力団体制度とは、自発的に
河川の維持、河川環境の保全等に関
する活動を行う民間団体等を支援す
るものです。
◆ 河川協力団体としての活動を適正
かつ確実に行うことができると認め
られる法人等が対象となり、河川管
理者に対して申請を行います。
申請を受けた河川管理者は、適正
な審査のうえ、河川協力団体として
指定します。
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■河川協力団体に指定されると

◆許認可等の簡素化
河川協力団体が活動するために必要となる河川法上の許可等について、河川管理者との協議の
成立をもって足りることとなります。

・工事等の実施の承認（法第２０条）

・土地の占用の許可（法第２４条）

・土石以外の河川産出物の許可（法第２５条後段）

・工作物の新築等の許可（法第２６条第１項）

・土地の掘削等の許可（法第２７条第１項）

・権利の譲渡の承認（法第３４条第１項（第２４条及び第２５条後段の許可に係る部分に限る。））

※



※ 河川管理者から河川管理施設の維持、除草等の委託を受けることも可能となります。
委託先については、公募等の適正な手続きを経て選択を行う予定です。

【現行】 【法改正後】

拡大地方公共団体にのみ委託可能 国土交通省令で定める要件に該当するものに委託可能


